
金砂郷そば商標キャラクター 

「そばを食べる大黒様」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常陸秋そば発祥の地，常陸太田市(金砂郷地

区)では，そばの香り・味わいともに『日本一』

と呼び声高い常陸秋そばの栽培オーナーを募集

いたします。常陸秋そば「栽培型オーナー」にな

られた方は，常陸太田市赤土町内の専用ほ場（そ

ば畑）で，金砂郷そば（金砂郷産常陸秋そば）を，

ベテラン地元農家の指導により，ご家族・お友達

同士で楽しく栽培することが出来ます。

令和 5 年度 栽培型オーナー 作業実施予定 
◆種まき・・７月２９日（土）※予備日 8 月５日（土） 

◆中 耕・・各自（8・9 月中） 

◆刈取り・・10 月上旬～10 月下旬 

◆脱 穀・・刈取り後，1 週間位を経過した日 

 

 

常陸太田市ホームページからのご応募 
①常陸太田市ホームページ 
 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/ 
②常陸太田市ホームページ（携帯版） 
 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/mobile/ 
③QR コード (応募フォームに沿って入力するだ
け！) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

◇申込期間：令和５年６月３０日～７月２０日◇ 

※募集に関するお問い合わせ先は 

 裏面をご覧ください。 

※メールでのご応募は，受け付けて

おりません。 

個人情報の取扱いについて 

 募集の際に知り得た個人情報については，契約品の発送や同様のイベン

ト等の案内を含むお知らせにおいて使用させていただきます。個人情報の

保護については，適切な管理と保護に努め，最善の安全対策を実施します。 

種別 ①栽培型オーナー ②シェア型オーナー 

会費 ２２，０００円／区画 １０，０００円／口 

募集

口数 

１２区画 

1 ※①で

１区画。応募多数の場

合抽選※②あり。 

２０口 

抽選あり。 

特典 

①約 150 ㎡のほ場に

おいて，収穫した常

陸秋そば（玄そば）※③

の全量。 

 

② そば打ち

体験券 1 枚 

③金砂の湯入浴券  

参加人数分 

④   

参加人数分 

⑤ ※⑥ 

⑥金砂の湯・そば工房 

 共通利用券 

（刈取り・脱穀作業時）※⑦ 

①シェア型オーナー用

ほ場において，収穫

した常陸秋そば  

そば粉 2 ㎏ 

②A～C でいずれか 

１つ選択 

A【常陸秋そば】 

 ・そば粉５㎏ 

B【体 験】 

・

体験券 1 枚 

・金砂の湯入浴券  

2 名分 

・シェア型ほ場 

刈取り体験 

C【特 産 品】 

・生そば４人前 

・  

ﾁｰｽﾞ詰め合わせ 

契約

期間 
会費納入日から契約品の受領日まで 

最低

補償 
そば粉 5kg 相当※⑧ ― 

募集

条件 

①当地におけるそば栽 

培の通年の農作業従 

事可能な方。 

②収穫した玄そばを次

年以降の種子として

使用しないことを厳

守できる方 

 

） 

 

～ ご 案 内 ～ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〒 

ご住所 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ  
 

年 齢 参加人数 

お 名 前 
 

 才 

    

人 

電話番号  

携帯番号  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

ｵｰﾅ種別 

（選択） 

①栽培型オーナー  ②シェア型オーナー 

                      ( A ・ B ・ C ) 

 

常陸秋そばオーナー応募用紙 

常陸秋そばオーナー制推進協議会長 あて 

 私は，令和 5 年度 

常陸秋そばオーナーに応募いたします。 

 
※必要事項をご記入の上，郵送またはＦＡＸにてご応募く

ださい。インターネットからもご応募いただけます。 

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。 

 （抽選結果のお知らせは７月下旬予定） 

応募締切：令和 5 年７月２０日（木） 

◇栽培型オーナー応募についての留意事項◇ 

（申し込み前に，必ずお読みください。） 

※① 栽培型オーナーが行う作業は，主に専用の農具（三角ホー，のこぎり鎌等）を使用しての「手作業」で行

いますので，必ず参加人数は２～4 名程度の複数の人数でお申込みください。 

※② 募集口数を超えての応募があった場合，募集期間終了後，事務局において厳正な抽選を行います。結果 

     については抽選後，応募者全員に郵送にて通知いたします（７月下旬予定）。 

※③ 今回収穫する常陸秋そば（玄そば）については，種子としての使用は認められませんので，製粉等 

     の加工をして，必ず食用としてください。（厳守） 

※④ JA 常陸加工所において，石臼による製粉等の加工ができます（別料金）のでご希望の方は，収穫時 

     に事務局へお申し出ください。 

※⑤ 別途そば打ち体験（1 卓分）に掛かる施設使用料等が必要になります。 

※⑥ ７月２９日（土）に種まき作業を一斉に行い，作業終了後に昼食会を開催いたします。 

  （作業参加者分（４人分まで）の食事を準備いたします。） 

※⑦ 刈取り・脱穀の作業にお越しいただいた際の昼食等の費用補助として近隣の指定店で利用できる 

   共通利用補助券（５００円券４枚綴）を発行いたします。 

（利用可能店舗：金砂の湯・そば工房） 

※⑧ 作業及び栽培方法については，地元農家のベテラン指導員が指導に当たりますが，気象条件や区画 

     等（区画については当日抽選で決定します。）で収穫量が異なりますのでご了承いただきます。  

  ＜これまでの平均収穫量＞ 

 令和４年度 ：１４㎏ / 令和元年度 ：10.2 ㎏/ 平成 30 年度：15.6 ㎏ / 

 平成 29 年度：２４.9 ㎏/ 平成 28 年度：14.0 ㎏/ 平成 27 年度：9.5 ㎏ / 

※製粉加工後の粉換算重量は，約７０％となります。 

―・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ 

◇お問い合わせ・応募用紙送付先◇ 

『常陸秋そばオーナー制推進協議会事務局』 

〒313-0103 茨城県常陸太田市下山下町 949-9 

 常陸太田市商工観光部観光振興課内 

 （ＴＥＬ）0294-72-8071（ＦＡＸ）0294-72-4201 

 Ｅ-mail：shokan2@city.hitachiota.lg.jp 

電話対応時間：土,日曜日を除き毎日 8:30～17:15 

 

※電話・メールでのご応募は受け付けておりません。 

き り と り 


